
（平成２３年１１月２日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 18 件

厚生年金関係 18 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 2 件

厚生年金関係 2 件

年金記録確認鳥取地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



鳥取厚生年金 事案517 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ事業所における資格取得日に係る

記録を平成19年１月21日に訂正することが必要である。 

また、平成19年１月から同年３月までの標準報酬月額は19万円とすることが妥

当である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料を納付する義務を

履行してないと認められる。 

申立期間②に係る標準報酬月額の記録については、当該期間のうち平成19年５

月から20年３月までを19万円、同年４月から同年８月までを26万円、同年９月

及び同年10月を24万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間②のうち、上記訂正後の標準報酬月額

に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除

く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

また、申立期間②のうち、平成20年11月１日から22年７月27日までの期間につ

いて、標準報酬月額の決定の基礎となる20年４月から同年６月までは標準報酬月

額26万円に、21年４月から同年６月までは標準報酬月額22万円に相当する報酬月

額が事業主により申立人に支払われていたと認められることから、申立人のＡ事

業所における標準報酬月額に係る記録を20年11月から21年８月までは26万円及び

同年９月から22年６月までは22万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和35年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成19年１月21日から同年４月16日まで 

② 平成19年４月16日から22年７月27日まで 

平成18年12月から22年７月27日までＡ事業所に勤務した。19年１月21日に

正社員になり、その後は厚生年金保険料を給与から控除されていたので、申立

期間①について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

また、申立期間②について、給料明細書と国（厚生労働省）の記録が相違

しており、厚生年金保険料を多く引かれているので、これに見合った標準報酬

月額に訂正してほしい。 

 



第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人から提出された給与支払明細書により、申立人

がＡ事業所に継続して勤務し、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

  また、申立期間①に係る標準報酬月額については、申立人から提出された給

与明細書の厚生年金保険料控除額から19万円とすることが妥当である。 

  なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、社会保険事務所（当時）の記録におけるＡ事業所の資格取得日

が雇用保険の記録における資格取得日と同日となっており、公共職業安定所及

び社会保険事務所の双方が誤って同じ資格取得日として記録したとは考え難い

ことから、事業主が平成19年４月16日を資格取得日として届け、その結果、社

会保険事務所は、申立人に係る同年１月から同年３月の厚生年金保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

２ 申立人は、平成19年４月16日から22年７月27日までの期間に係る年金記録の

確認を求めているが、あっせんの根拠となる法律の適用については、特例的に

厚生年金保険の保険料徴収権が時効により消滅した期間のうち、申立日におい

て、保険料徴収権が時効により消滅していた期間については、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）

を、その他の期間については、厚生年金保険法を適用するという厚生労働省の

見解が示されたことを踏まえて、当委員会では、上記各期間において、その期

間に適用される法律に基づき記録訂正が認められるかを判断することとしてい

る。 

  申立期間②のうち、平成19年４月16日から20年11月１日までの期間について

は、本件申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間であるこ

とから特例法を、同年11月１日から22年７月27日までの期間については、本件

申立日において保険料徴収権が時効により消滅していない期間であることから

厚生年金保険法を適用する。 

  申立人は、申立期間②の標準報酬月額の相違について申し立てているところ、

当該期間のうち、特例法の適用期間である平成19年４月16日から20年11月１日

までの期間については、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の

訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚

生年金保険料額又は申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額のいず

れか低い方の額を認定することとなる。 

  したがって、申立人の当該期間の標準報酬月額については、給与支払明細書

（申立人提出分と税務署保管分）により認められる厚生年金保険料控除額及び

給与支給額から、平成19年５月から20年３月までは19万円、同年４月から同年

８月までは26万円、同年９月及び同年10月は24万円とすることが妥当である。 

  なお、当該期間に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、給



与支払明細書により認められる厚生年金保険料控除額及び給与支給額に見合う

標準報酬月額とオンライン記録の標準報酬月額が長期間にわたり一致していな

いことから、事業主は上記給与明細書により認められる保険料控除額及び給与

支給額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、当

該報酬月額に見合う保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当

該保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

  一方、申立期間②のうち、平成19年４月の標準報酬月額については、申立人

の提出した給与明細書により認められる給与支給額に見合う標準報酬月額が、

オンライン記録の標準報酬月額を超えていないことから、特例法による保険給

付の対象に当たらないため、上記期間に係る標準報酬月額の記録の訂正を認め

ることはできない。 

  申立期間②のうち、平成20年11月１日から22年７月27日までの期間に係る標

準報酬月額は、オンライン記録によると20年11月から21年８月までは18万円及

び同年９月から22年６月までは14万2,000円となっている。 

  しかし、申立人から提出された給与支払明細書から判断すると、標準報酬月

額の決定の基礎となる平成20年４月から同年６月までは標準報酬月額26万円に、

21年４月から同年６月までは標準報酬月額22万円に相当する報酬月額が事業主

により申立人に支払われていたと認められる。 

  したがって、申立人のＡ事業所における標準報酬月額の記録を平成20年11月

から21年８月までは26万円及び同年９月から22年６月までは22万円に訂正する

ことが必要である。 

 

  



鳥取厚生年金 事案518 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間③に係る標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果、24万円と

されているところ、当該額は厚生年金保険法第75条本文の規定に該当することか

ら、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の11万8,000円とされてい

るが、申立人は当該期間についてその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該記

録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の当該期間の標準報酬月額に係る

記録を、平成13年６月から同年９月までは24万円、同年10月は26万円、同年11月

から15年５月までは24万円、同年６月及び同年７月は26万円、同年８月から同年

10月までは24万円、同年11月は26万円、同年12月及び16年１月は24万円、同年２

月は26万円、同年３月から同年12月までは24万円、17年１月は26万円、同年２月

から同年８月までは24万円、同年９月から同年11月までは26万円、同年12月から

18年３月までは24万円、並びに同年６月は24万円とすることが必要である。 

申立人の申立期間④から⑦までに係る標準賞与額については、厚生年金保険法

第75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録

とされているが、申立人は当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていることが認められることから、当該記録を取り消し、特例法に基

づき、申立人の当該期間の標準賞与額に係る記録を、申立期間④は15万5,000円、

申立期間⑤は23万円、申立期間⑥は12万7,000円及び申立期間⑦は22万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額及び標準賞与額に基

づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和34年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和53年３月12日から同年６月１日まで 

② 昭和53年６月１日から55年４月１日まで 

③ 平成13年６月１日から18年７月１日まで 

④ 平成15年８月５日 

⑤ 平成15年12月25日 



⑥ 平成16年８月９日 

⑦ 平成16年12月27日 

⑧ 平成17年７月31日 

⑨ 平成17年12月26日 

申立期間①については、勤労学生（看護学生）としてほぼ毎日勤務してい

たので厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。申立期間②については、

オンライン記録の標準報酬月額よりも、実際に支給された給与総額の方が高

かったと記憶している。申立期間③については、標準報酬月額が、実際に支給

された給与総額より大幅に低い。申立期間④から⑨までについては、賞与額が

年金額に反映されていないので、申立期間②から⑨までの記録を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間③については、標準報酬月額の相違について、④から⑨

までについては、賞与の厚生年金保険記録が無いとして、それぞれ申し立てて

いるが、特例法に基づき、標準報酬月額（標準賞与額）を改定又は決定し、こ

れに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除してい

たと認められる厚生年金保険料額及及び申立人の報酬月額（賞与額）のそれぞ

れに見合う標準報酬月額（標準賞与額）の範囲内であることから、これらの標

準報酬月額（標準賞与額）のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

 

２ 申立期間③については、オンライン記録によると、申立人の申立期間③にお

ける標準報酬月額は、当初11万8,000円と記録されたが、当該期間に係る保険

料の徴収権が時効により消滅した後の平成22年９月15日に、24万円に訂正され

たところ、厚生年金保険法第75条本文の規定により、年金額の計算の基礎とな

る標準報酬月額は、当該訂正後の標準報酬月額（24万円）ではなく、当初記録

されていた標準報酬月額（11万8,000円）となっている。 

  しかしながら、申立人が保管する給料及手当支給表及びＡ法人（平成２年11

月にＢ医院から名称変更。）の委託税理士事務所が保管する賃金台帳（以下

「給料及手当支給表等」という。）から、申立期間③（平成18年４月及び同年

５月を除く。）については、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、平

成13年６月から同年９月までは24万円、同年10月は26万円、同年11月から15年

５月までは24万円、同年６月及び同年７月は26万円、同年８月から同年10月ま

では24万円、同年11月は26万円、同年12月及び16年１月は24万円、同年２月は

26万円、同年３月から同年12月までは24万円、17年１月は26万円、同年２月か

ら同年８月までは24万円、同年９月から同年11月までは26万円、同年12月から

18年３月までは24万円、並びに同年６月は24万円とすることが妥当である。 

  なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成22年９



月15日に、当該期間に係る報酬月額を訂正する旨の届出を行っている上、当該

期間に係る厚生年金保険料についても、過少な納付であったことを認めている

ことから、これを履行していないと認められる。 

 

３ 申立期間④から⑦までにおける申立人に係る標準賞与額については、給料及

手当支給表等から、申立人は、申立期間④は15万5,000円、申立期間⑤は23万

円、申立期間⑥は12万7,000円及び申立期間⑦は22万円の標準賞与額に基づく

厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

  なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成22年９

月15日に、事業主が申立期間④から⑦までについて、当時事務手続を行ってい

なかったとして届出を行っていること、また、当該賞与に係る厚生年金保険料

についても、納付していないことを認めていることから、社会保険事務所は、

申立人に係る当該期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っ

ておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

４ 一方、申立期間①については、申立人は、看護学校に通いながらほぼ毎日、

Ａ法人に勤務していたとしている。 

  しかし、申立人が申立期間当時、看護学生であったとして名前を挙げた同僚

３人に照会したところ、そのうち２人は、試用期間（見習期間）があったとし

ている上、うち一人は、試用期間は厚生年金保険には加入していなかったと供

述している。 

  また、オンライン記録によると、申立人と同期入所の同僚一人の厚生年金保

険の被保険者資格取得日は申立人と同じく昭和53年６月１日であることが確認

できる。 

  さらに、Ａ法人の事業主の妻（当時の経理担当者）は、「当時、学生は採用

と同時には厚生年金保険に加入させていなかった。」と供述している。 

  このほか、申立人が申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の関連資料は無く、周辺事情

も見当たらない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたとは認められない。 

 

５ 申立期間②については、申立人は、オンライン記録の標準報酬月額よりも、

実際に支給された給与総額の方が高かったと主張している。 

  しかし、申立人と看護学校で同期であった同僚は、「最初の２年間は住み込

みであった。宿舎代、食事代を引かれ手取りは３万円少々であったので標準報

酬月額は間違いない。」としており、申立人が記憶している手取り額とほぼ同

額である。 



  このほか、Ａ法人には申立期間②に係る賃金台帳等、申立人の給与に関する

資料は保存されておらず、申立期間②の保険料控除について確認できない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が、当該期間についてその主張する標準報酬月額に相当する厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたとは認められない。 

 

６ 一方、申立期間③のうち、平成18年４月及び同年５月の標準報酬月額につい

ては、給料及手当支給表等から、厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額

（11万8,000円）が、オンライン記録の標準報酬月額（11万8,000円）と一致し

ていることから、特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは

行わない。 

 

７ また、申立期間⑧及び⑨に係る標準賞与額については、給料及手当支給表等

から、平成17年７月31日は10万円、同年12月26日は13万円の賞与の支払いを受

けたことは確認できるものの、当該賞与から厚生年金保険料は控除されていな

いことが確認できることから、特例法による保険給付の対象に当たらないため、

あっせんは行わない。 

 

 

  



鳥取厚生年金 事案519 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第75条本文の

規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とはならない記録とされてい

るが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険

給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準

賞与額に係る記録を54万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和37年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成17年12月９日 

申立期間に支給された賞与から厚生年金保険料が控除されていたにもかか

わらず、事業主が当該賞与に係る届出を行っていなかったため、年金額に反映

されていない。申立期間について標準賞与額に係る厚生年金保険の記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における申立期間に係る厚生年金保険の標準賞

与額について、当該事業所が保管する平成17年下期賞与支給明細書から、申立人

は、54万円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、

当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間に係る

賞与支払届を提出したことが確認できる上、当該保険料についても事業主が納付

していないことを認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係

る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  



鳥取厚生年金 事案520 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第75条本文の

規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とはならない記録とされてい

るが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険

給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準

賞与額に係る記録を19万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和37年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成17年12月９日 

申立期間に支給された賞与から厚生年金保険料が控除されているにもかか

わらず、事業主が当該賞与に係る届出を行っていなかったため、年金額に反映

されていない。申立期間について標準賞与額に係る厚生年金保険の記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における申立期間に係る厚生年金保険の標準賞

与額について、当該事業所が保管する平成17年下期賞与支給明細書から、申立人

は、19万円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、

当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間に係る

賞与支払届を提出したことが確認できる上、当該保険料についても事業主が納付

していないことを認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係

る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  



鳥取厚生年金 事案521 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第75条本文の

規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とはならない記録とされてい

るが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険

給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準

賞与額に係る記録を50万8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和36年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成17年12月９日 

申立期間に支給された賞与から厚生年金保険料が控除されていたにもかか

わらず、事業主が当該賞与に係る届出を行っていなかったため、年金額に反映

されていない。申立期間について標準賞与額に係る厚生年金保険の記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における申立期間に係る厚生年金保険の標準賞

与額について、当該事業所が保管する平成17年下期賞与支給明細書から、申立人

は、50万8,000円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、

当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間に係る

賞与支払届を提出したことが確認できる上、当該保険料についても事業主が納付

していないことを認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係

る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  



鳥取厚生年金 事案522 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第75条本文の

規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とはならない記録とされてい

るが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険

給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準

賞与額に係る記録を50万8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和36年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成17年12月９日 

申立期間に支給された賞与について、支給された賞与から厚生年金保険料

が控除されているにもかかわらず、事業主が当該賞与に係る届出を行っていな

かったため、年金額に反映されていない。申立期間について標準賞与額に係る

厚生年金保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における申立期間に係る厚生年金保険の標準賞

与額について、当該事業所が保管する平成17年下期賞与支給明細書から、申立人

は、50万8,000円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、

当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間に係る

賞与支払届を提出したことが確認できる上、当該保険料についても事業主が納付

していないことを認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係

る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



鳥取厚生年金 事案523 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第75条本文の

規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とはならない記録とされてい

るが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険

給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準

賞与額に係る記録を150万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和33年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成17年12月９日 

申立期間に支給された賞与から厚生年金保険料が控除されているにもかか

わらず、事業主が当該賞与に係る届出を行っていなかったため、年金額に反映

されていない。申立期間について標準賞与額に係る厚生年金保険の記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における申立期間に係る厚生年金保険の標準賞

与額について、当該事業所が保管する平成17年下期賞与支給明細書から、申立人

は、150万円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、

当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間に係る

賞与支払届を提出したことが確認できる上、当該保険料についても事業主が納付

していないことを認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係

る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  



鳥取厚生年金 事案524 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第75条本文の

規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とはならない記録とされてい

るが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険

給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準

賞与額に係る記録を78万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和36年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成17年12月９日 

申立期間に支給された賞与から厚生年金保険料が控除されているにもかか

わらず、事業主が当該賞与に係る届出を行っていなかったため、年金額に反映

されていない。申立期間について標準賞与額に係る厚生年金保険の記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における申立期間に係る厚生年金保険の標準賞

与額について、当該事業所が保管する平成17年下期賞与支給明細書から、申立人

は、78万円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、

当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間に係る

賞与支払届を提出したことが確認できる上、当該保険料についても事業主が納付

していないことを認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係

る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



鳥取厚生年金 事案525 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第75条本文の

規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とはならない記録とされてい

るが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険

給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準

賞与額に係る記録を112万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和33年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年12月８日 

申立期間に支給された賞与から厚生年金保険料が控除されているにもかか

わらず、事業主が当該賞与に係る届出を行っていなかったため、年金額に反映

されていない。申立期間について標準賞与額に係る厚生年金保険の記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における申立期間に係る厚生年金保険の標準賞

与額について、当該事業所が保管する平成18年下期賞与支給明細書から、申立人

は、112万円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、

当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間に係る

賞与支払届を提出したことが確認できる上、当該保険料についても事業主が納付

していないことを認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係

る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  



鳥取厚生年金 事案526 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第75条本文の

規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とはならない記録とされてい

るが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険

給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準

賞与額に係る記録を89万2,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和36年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年12月８日 

申立期間に支給された賞与から厚生年金保険料が控除されているにもかか

わらず、事業主が当該賞与に係る届出を行っていなかったため、年金額に反映

されていない。申立期間について標準賞与額に係る厚生年金保険の記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における申立期間に係る厚生年金保険の標準賞

与額について、当該事業所が保管する平成18年下期賞与支給明細書から、申立人

は、89万2,000円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、

当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間に係る

賞与支払届を提出したことが確認できる上、当該保険料についても事業主が納付

していないことを認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係

る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  



鳥取厚生年金 事案527 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第75条本文の

規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とはならない記録とされてい

るが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険

給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準

賞与額に係る記録を49万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和35年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年12月８日 

申立期間に支給された賞与から厚生年金保険料が控除されているにもかか

わらず、事業主が当該賞与に係る届出を行っていなかったため、年金額に反映

されていない。申立期間について標準賞与額に係る厚生年金保険の記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における申立期間に係る厚生年金保険の標準賞

与額について、当該事業所が保管する平成18年下期賞与支給明細書から、49万円

の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、

当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間に係る

賞与支払届を提出したことが確認できる上、当該保険料についても事業主が納付

していないことを認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係

る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  



鳥取厚生年金 事案528 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第75条本文の

規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とはならない記録とされてい

るが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険

給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準

賞与額に係る記録を119万2,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和31年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年12月８日 

申立期間に支給された賞与から厚生年金保険料が控除されているにもかか

わらず、事業主が当該賞与に係る届出を行っていなかったため、年金額に反映

されていない。申立期間について標準賞与額に係る厚生年金保険の記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における申立期間に係る厚生年金保険の標準賞

与額について、当該事業所が保管する平成18年下期賞与支給明細書から、申立人

は、119万2,000円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、

当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間に係る

賞与支払届を提出したことが確認できる上、当該保険料についても事業主が納付

していないことを認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係

る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  



鳥取厚生年金 事案529 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第75条本文の

規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とはならない記録とされてい

るが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険

給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準

賞与額に係る記録を150万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和32年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年12月８日 

申立期間に支給された賞与から厚生年金保険料が控除されているにもかか

わらず、事業主が当該賞与に係る届出を行っていなかったため、年金額に反映

されていない。申立期間について標準賞与額に係る厚生年金保険の記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における申立期間に係る厚生年金保険の標準賞

与額について、当該事業所が保管する平成18年下期賞与支給明細書から、申立人

は、150万円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、

当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間に係る

賞与支払届を提出したことが確認できる上、当該保険料についても事業主が納付

していないことを認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係

る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  



鳥取厚生年金 事案530 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第75条本文の

規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とはならない記録とされてい

るが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険

給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準

賞与額に係る記録を100万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和34年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年12月８日 

申立期間に支給された賞与から厚生年金保険料が控除されているにもかか

わらず、事業主が当該賞与に係る届出を行っていなかったため、年金額に反映

されていない。申立期間について標準賞与額に係る厚生年金保険の記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における申立期間に係る厚生年金保険の標準賞

与額について、当該事業所が保管する平成18年下期賞与支給明細書から、申立人

は、100万円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、

当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間に係る

賞与支払届を提出したことが確認できる上、当該保険料についても事業主が納付

していないことを認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係

る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

  



鳥取厚生年金 事案531 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第75条本文の

規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とはならない記録とされてい

るが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険

給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準

賞与額に係る記録を平成17年12月９日は52万6,000円、18年12月８日は57万7,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和36年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成17年12月９日 

② 平成18年12月８日 

申立期間①及び②に支給された賞与から厚生年金保険料が控除されている

にもかかわらず、事業主が当該賞与に係る届出を行っていなかったため、年金

額に反映されていない。申立期間について標準賞与額に係る厚生年金保険の記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における申立期間①及び②に係る厚生年金保険

の標準賞与額について、当該事業所が保管する平成17年及び18年下期賞与支給明

細書から、申立人は、申立期間①については52万6,000円、申立期間②について

は57万7,000円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、

当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間に係る

賞与支払届を提出したことが確認できる上、当該保険料についても事業主が納付

していないことを認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係

る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  



鳥取厚生年金 事案532 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第75条本文の

規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とはならない記録とされてい

るが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険

給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準

賞与額に係る記録を平成17年12月９日は55万5,000円、18年12月８日は53万6,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和37年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成17年12月９日 

② 平成18年12月８日 

申立期間①及び②に支給された賞与から厚生年金保険料が控除されている

にもかかわらず、事業主が当該賞与に係る届出を行っていなかったため、年金

額に反映されていない。申立期間について標準賞与額に係る厚生年金保険の記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における申立期間①及び②に係る厚生年金保険

の標準賞与額について、当該事業所が保管する平成17年及び18年下期賞与支給明

細書から、申立人は、申立期間①については55万5,000円、申立期間②について

は53万6,000円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、

当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間に係る

賞与支払届を提出したことが確認できる上、当該保険料についても事業主が納付

していないことを認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係

る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  



鳥取厚生年金 事案533 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第75条本文の

規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とはならない記録とされてい

るが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険

給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間①及び

②の標準賞与額に係る記録を150万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和33年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成17年12月９日 

② 平成18年12月８日 

申立期間①及び②に支給された賞与から厚生年金保険料が控除されている

にもかかわらず、事業主が当該賞与に係る届出を行っていなかったため、年金

額に反映されていない。申立期間について標準賞与額に係る厚生年金保険の記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における申立期間①及び②に係る厚生年金保険

の標準賞与額について、当該事業所が保管する平成17年及び18年下期賞与支払明

細書から、申立人は、申立期間①及び②ともに150万円の標準賞与額に基づく厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、

当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間に係る

賞与支払届を提出したことが確認できる上、当該保険料についても事業主が納付

していないことを認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係

る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  



鳥取厚生年金 事案534 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第75条本文の

規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とはならない記録とされてい

るが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険

給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間①及び

②の標準賞与額に係る記録を150万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和31年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成17年12月９日 

② 平成18年12月８日 

申立期間①及び②に支給された賞与から厚生年金保険料が控除されている

にもかかわらず、事業主が当該賞与に係る届出を行っていなかったため、年金

額に反映されていない。申立期間について標準賞与額に係る厚生年金保険の記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における申立期間①及び②に係る厚生年金保険

の標準賞与額について、当該事業所が保管する平成17年及び18年下期賞与支払明

細書から、申立人は、申立期間①及び②ともに150万円の標準賞与額に基づく厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、

当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立期間に係る

賞与支払届を提出したことが確認できる上、当該保険料についても事業主が納付

していないことを認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係

る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



鳥取厚生年金 事案535 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和19年１月から同年３月18日まで 

② 昭和19年３月19日から20年12月１日まで 

昭和19年１月から25年４月29日までＡ社及びＢ法人に継続して勤務してい

た。申立期間について、厚生年金保険の加入記録が無いことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間において、Ａ社及びＢ法人に事務職として勤務していたと

主張しているが、申立期間①及び申立期間②のうち昭和19年３月19日から同年９

月30日までの期間については、労働者年金保険法の適用期間であり、同法におい

ては、炭鉱及び工場等で働く男性の肉体労働者のみを被保険者としていたため、

制度上、申立人は、労働者年金保険法の被保険者となることのできない期間であ

る。 

また、申立期間②のうち昭和19年10月１日から20年12月１日までについては、

ⅰ）申立人が勤務したと主張しているＡ社及びＢ法人の被保険者名簿に申立人の

氏名を確認することができないこと、ⅱ）Ｃ社の厚生年金保険担当者は、「申立

期間について、申立人の在籍記録ならびに社会保険に関する取扱について確認を

行いましたが、当事業所にはその事実を確認できる申立人の記録は残存しており

ませんでした。」と回答していること、ⅲ）申立人が上司として記憶している３

人については、いずれも姓のみの記憶しかないことなどから、申立人のＡ社及び

Ｂ法人における勤務実態等について確認することができない。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、周辺事情も見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたと認めることはできない。 



鳥取厚生年金 事案536 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和28年10月５日から32年８月11日まで 

日本年金機構から届いた「脱退手当金を受け取られたかどうかのご確認に

ついて」のはがきによると、申立期間については昭和32年９月13日に脱退手当

金が支給されているとの内容であるが、脱退手当金を受け取った記憶は無いの

で、申立期間を厚生年金保険加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る健康保険被保険者番号＊番から＊番（申立人は＊番）のうち、申立

人が厚生年金保険被保険者資格を喪失した昭和32年の前後各２年（昭和30年から

34年）に資格を喪失した女性で、同社単独で脱退手当金の支給要件を満たす者は

35人確認できるところ、29人に脱退手当金の支給記録が確認でき、このうち25人

については、資格喪失日から６か月以内に支給決定がなされている上、当時は通

算年金制度創設前であったことを踏まえると、申立人について事業主による代理

請求がなされた可能性も否定できない。 

さらに、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）には、脱退手当金

の支給金額、支給年月日等が記載されていることが確認できる上、申立期間に係

る厚生年金保険被保険者資格の喪失日から約１か月後の昭和32年９月13日に支給

決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

なお、脱退手当金を支給する場合、本来の制度の趣旨からすると過去の全ての

厚生年金保険被保険者期間をその計算の基礎とすることから、脱退手当金支給日

以前に未支給期間は存在しないこととなるが、申立人の年金記録を見ると、申立

期間以前に脱退手当金が未支給となっている被保険者期間が認められる。しかし、

この脱退手当金が未支給となっている厚生年金保険被保険者期間は、申立期間に

係る厚生年金保険被保険者記号番号とは別の記号番号で管理されており、当時に

おいては、請求者からの申出が無い場合、別の記号番号で管理されている被保険

者期間を把握することは困難であったことを踏まえると、未支給期間が存在して



も不自然とまでは言えない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

 


